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●本法律による生産緑地の貸借中に、農地所有者（貸付人）に相続が発生した場合、農地所有者（貸
付人）が、当該生産緑地の主たる従事者（借受人等）の年間に従事する日数の１割以上農業の
業務に従事していれば、「主たる従事者」として認められます。この場合には、生産緑地の相
続人が買取申出するにあたり、まず、借受人から生産緑地の返還を受けることが必要です。

生産緑地の主たる従事者証明と買取申出

貸借の留意点
●賃貸借（有償）の場合、「農地所有者（貸付人）に相続が発生したときは、借受人は農地を返還する」
といった内容の賃貸借契約はできません。（借受者の同意を得られれば農地の返還は可能です。）

●使用貸借（無償）の場合は、上記の貸借契約を結ぶことができます。

貸借の特長
●農地法３条の許可要件である下限面積要件の適用はありません。
●貸借期間が終了すれば、貸借していた生産緑地は必ず所有者に返還されます。
　※貸借の更新も可

都市農地貸借円滑化法の施行により

生産緑地の貸借が
進んでいます

都市農地貸借円滑化法による貸借の手続き
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事業計画

生産緑地

2018年9月に都市農地貸借円滑化法が施行され、生産緑地の貸借ができるようになり、
都内ではこれまで約22ヘクタールの生産緑地で貸借が行われています（2021年3月末現在）。

生産緑地を対象とする都市農地貸借円滑化法による貸借では、①相続税納税猶予制度
の適用を受けている生産緑地の貸借が可能で、②生産緑地の貸借中に所有者に相続が発
生した場合に、生産緑地を貸し付けたまま相続した者が相続税納税猶予制度の適用を受
けることができます。

また、生産緑地の貸借中に貸付者（所有者）に相続が発生した場合、所有者（被相続人）
が借受者の農業の業務に一定程度関与しており区市長から主たる従事者であったことが
認められれば、借受者から生産緑地の返還を受け、買取申出をすることが可能です。



生産緑地のメリットについて
　市街化調整区域の畑は、まわりを気にせず作
業できるというメリットがあります。一方で生産
緑地は、住宅地に囲まれた環境にあり、気をつ
かう部分もあるのですが、農業を身近に感じて
もらえることや住民とのコミュニケーションが
とりやすいというところに魅力を感じています。
そして生産緑地では水道施設も整っています。

所有者とのコミュニケーションについて
　所有者の方から農具類もお借りすることが
でき、新規就農者としては、とてもありがた

生産緑地を借り受けた人に
お話しを聞きました。

いです。さらに、若い世代に期待を寄せてい
ただき、いつも気にかけてくれることがとて
も励みになっています。

今後の耕作について
　今年はネギを作付けしていく予定です。来
年以降は、果菜類を栽培していきたいです
ね。周辺住民の方々にも育っていく農作物を
眺めて、楽しめる景色を提供したいと思って
います。そこが、生産緑地の醍醐味でもある
気がしています。

2021 年 11 月に八王子市の市街化調整区域の農地を借り
て、新規就農した非農家出身の株竹裕矢さん。昭島市や一般
社団法人東京都農業会議からのあっせんなどにより、2022 年 
6 月に昭島市の 1,000㎡ほどの生産緑地を借り受けました。

生産緑地のメリットをいかしたい
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生産緑地を借りて
　貸借が成立したことは、とてもありがたく、
所有者の方と協力して、生産緑地を保全でき
ることは、とても喜ばしく思っています。こ
の生産緑地で収穫された野菜が給食用とし
て、地域への貢献にもつながっています。

都市農地貸借円滑化法が施行して
　日野市では、給食に使う野菜のニーズが年々
増えてきています。そこで、給食供給用に生

産する農地を増やしたいと思っていました。
　貸借期間は５年ですが、所有者の方の理解
が得られ、今後、できるだけ長く借り受けら
れればと思っています。
　生産緑地の貸借は、所有者の方の理解が
あってこそ成立するものです。実績を重ねて、
制度の周知と理解促進の一助になればと思っ
ています。
　もっと東京全体にこの制度の理解が広まれ
ばと思っています。

学校給食に納める野菜の生産や直売に取り組んでいる馬場
裕真さん。2007 年に親元就農をし、15 年にわたり日野市で
農業を営んでいます。都市農地貸借円滑化法が施行され、近
隣で農地を借りて規模拡大をしていきたいと考えたところ、 
2020 年に 1,000㎡ほどの生産緑地を借り受けることができ、
生産量の拡大を実現しています。

東京全体にこの制度の理解が広まれば
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東京都委託事業「都市農地流動化支援事業」資料
一般社団法人　東京都農業会議

事業計画の認定の要件
借受人

JA・
区市

農業者
など

法人
など

①
都市農業の有する機能の発揮に特に資する基準に適合する方法によ
り都市農地において耕作の事業を行う
➡ 具体的な基準は下表のとおり

②
周辺地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に
支障を生ずるおそれがないか
➡ 地域の実勢の借賃に比べて極端に高額な借賃でないかなど

③ 耕作の事業の用に供すべき農地の全てを効率的に利用するか
➡ 機械、労働力、技術が備わっているかなど

④ 申請者が事業計画どおりに耕作していない場合の解除条件が書面に
よる契約で付されているか

⑤
地域の他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農
業経営を行うか
➡ 地域農業の話し合いへの参加、共同利用施設の取決めを遵守す

るなど
 

⑥ 法人の場合は、業務執行役員等のうち一人以上が耕作の事業に常時
従事するか  

上記要件①「都市農業の有する機能の発揮に特に資する耕作の事業」の基準

借受人が、次の１のうちのいずれかと２の両方に該当すること。

１　次の（1）〜（4）のいずれかの該当すること。

＋

２

（1） 生産した農作物等のおおむね 5 割以上を、農地のある区市や隣接
している区市等で販売する。

申請者が周辺の生活
環境と調和のとれた
申請地の利用を行う。

（適切に除草し、農作
物残さや農業資材を
放置しないことなど）
※貸付人はここでの
作業に、借受人の
年間農業従事日数
の１割以上従事し
ます。

（2）
都市住民が農業を体験する取組みや申請者と都市住民及び都市住
民相互の交流を図る取組みを実施する。例：学童農園、観光農園
など（JA や区市等対象）

（3） 都市農業の振興に関する調査研究（試験圃場等）や農業者の研修
等の取組みを実施する。（JA や区市等対象）

（4）

申請地で生産した農作物等を販売すると認められ、次の①〜③の
いずれかに該当すること。
①	災害発生時に申請地を一時避難場所として提供し、申請地で生産さ
れた農作物を優先的に提供することなどを内容とする協定を区市と
締結する。（農地所有者と申請者が同様の協定を結ぶ）

②	申請地の耕土の流出の防止、無農薬・減農薬栽培など国土及び環
境の保全に資する取組みなどを実施する。

③	地域の特性に応じた作物の導入、先進的な栽培方法など都市農業
の振興を図るのにふさわしい農作物の生産を行う。

※貸借後に上記事業計画を変更しようとするときは、区市長に変更申請をし、再度認定を受けることが必要
となります。
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●借受人それぞれは下表の丸印の要件のすべてを満たす必要があります。
●農業者と農地所有適格法人は、農業に常時従事（年間150日以上）していることが前提となります。

事業計画の認定を受けるため（借受人）の要件など　


